
 四日市市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年５月１９日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第３２号 

   四日市市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

四日市市水道事業給水条例（昭和３５年四日市市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 

   附 則 

１から１０まで （略） 

（新型コロナウイルス感染症拡大に対する負担軽減措置） 

１１ 第２９条第１項の規定にかかわらず、令和２年５月分から同年１１月分までの

料金（同年１２月分と合わせて徴収するものを除く。）については、次の表の基本料

金と従量料金との合計額とする。ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは

これを切り捨てるものとする。 

水道料金 

 料金 

用途 

給水料金（１か月につき）  

基本水量 基本料金 従量水量の区分 従量料金 

（１㎥当たり） 

 一 般

用 

口 径

１ ３

㎜ 

５㎥ ０円 ６㎥以上１０㎥

以下 

２２．００円  

 １１㎥以上２０

㎥以下 

１３５．３０円  

 口 径

２ ０

㎜ 

５㎥ ０円 ２１㎥以上３０

㎥以下 

１６７．２０円  

 ３１㎥以上５０

㎥以下 

２３２．１０円  

 口 径

２ ５

㎜ 

５㎥ ０円 ５１㎥以上１０

０㎥以下 

２９５．９０円  

 １０１㎥以上 ３６１．９０円  

 口 径  ０円 １㎥以上５０㎥ ２８１．６０円  



４ ０

㎜ 

以下 

 口 径

５ ０

㎜ 

 ０円    

 口 径

７ ５

㎜ 

 ０円 ５１㎥以上１０

０㎥以下 

３２６．７０円  

 口 径

１ ０

０㎜ 

 ０円    

 口 径

１ ５

０㎜ 

 ０円 １０１㎥以上 ３６１．９０円  

 公衆浴場用 ２００㎥ ０円 ２０１㎥以上４

００㎥以下 

３７．４０円  

 ４０１㎥以上 ７４．８０円  

 臨時用 ５㎥ ０円 ６㎥以上 ７２１．６０円  

 船舶用  ３３，５５０．

００円 

１㎥以上 ２９５．９０円  

 

 

改正前 

   附 則 

１から１０まで （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

（上下水道局管理部お客様センター） 


